
令和元年度壱岐市「地域おこし協力隊（メディアプランナー）」募集要項 
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長崎県の離島・壱岐島（いきのしま）は、博多港から高速船で約 1 時間の位置にあり、海をは

じめとする美しい自然が豊富で、千を超す神社や古墳などの歴史的遺産・パワースポットが多数

存在しています。また、麦焼酎の発祥地としても知られ、生ウニや壱岐牛、四季折々の野菜など

海の幸も山の幸も楽しめる食材の宝庫です。 

 

 
 

 

 

 
 

 



しかしながら、壱岐島では近年、観光客が減少し、人口もピーク時の５万人から６０年で約２

万７，０００人まで半減。離島というハンデや長引く不況から、島の活気が失われつつあります。 
 

そのような現状を打破するため、２０１７年夏に壱岐市は、中小事業の売上アップと創業の支

援に特化したコンサルティング施設＜壱岐しごとサポートセンター・Iki-Biz（イキビズ）＞を

オープンしました。 

 

 
 

Iki-Biz は主に事業者の方のコンサルティングを行う施設ですが、『壱岐には素敵なところが

たくさんあるのに、島外に情報が発信されていないのはもったいない』と、昨年“壱岐なび”と

いうポータルサイトを作成し情報発信に取り組んでいます。https://iki-navi.jp/ 

 

また、ニュースアプリと提携し、アプリ内に“壱岐のチャンネル”を設置予定です。チャンネ

ル内には、“壱岐なび”や他の島内メディアからの情報が掲載されます。 

 

今回、“壱岐なび”の記事を書くライター 兼ニュースアプリにおける“壱岐チャンネル”の

編集業務を行ってくれるメディアプランナーを募集します。基本的には市役所ではなく、Iki-

Biz 内での勤務となります。 

 

１．募集人員 
地域おこし協力隊員 １名 

 

２．業務概要 
壱岐市職員、市民、関係団体等と連携しながら、次に掲げる活動を行います。 

 【メディアプランナー】 

所  属：壱岐市役所企画振興部商工振興課 

勤務場所：Iki-Biz（壱岐市郷ノ浦町東触５５１－３）  

壱岐の情報を島外に発信するため、以下の業務に取り組んでいただきます。 

・“壱岐なび” の記事執筆・編集業務 

・ニュースアプリ内“壱岐チャンネル”の編集業務  

・Iki-Biz業務の伴走型支援 



３．募集条件 

・関係機関や関係者との円滑な連携体制･協力体制を構築できる調整能力と行動力があること 

・心身ともに健康なこと 

・年齢は問いません 

・応募時点で３大都市圏をはじめとする都市地域（過疎、山村、離島、半島などの地域に該 

当していない市町村）に居住し、委嘱後、壱岐市に住民票を異動し居住できる方 
   （３大都市圏をはじめとする都市地域について、詳しくはお問い合わせください） 

・普通自動車運転免許を取得しており、できれば自動車もしくはバイクを有している方 

・Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、インターネットなど、基本的なパソコン操作ができる方 

・記事の執筆経験があり、基本的な撮影ができる方 

・積極的に島社会に入り込み、地域活動をともにできる方。住民等と十分にコミュニケーシ 

ョンが取れる方 

・地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

・活動終了後、起業・就業し、定住する意欲のある方 

※事業に関連する資格取得、研修参加へのサポートや支援を行います。 

 

４．募集期間 

令和元年１０月２３日から令和元年１１月２０日※必着 

   
５．応募手続き 
次の（１）～（４）を下記の申込先あてに郵送してください。  

 

（１）履歴書（市販のもの） １部  

記入上の注意事項： 

※ 応募動機、携帯電話以外のメールアドレスを必ず記入してください。 

※ 顔写真を貼付してください。 

※ 職務経歴書は必要に応じて添付してください。 

※ 自己ＰＲを別紙（Ａ４判横書き）で添付してもかまいません。 

※ 連絡先の住所、電話番号（必ず本人と連絡の取れる電話番号）を明記してください。  

 

（２）小論文 １部  

様 式：Ａ４判横書き１，０００字以内 

テーマ：上記の業務に関し、自分がどのような面で貢献できるか簡潔に記述してください。  

      活動終了後の起業、就業、定住について、どのように考えておられるかも記述して 

ください。 

 

（３）住民票 １部 

 

（４）返信用封筒 １通 

Ａ４判が入る封筒に住所と氏名を書いて１２０円切手を貼付してください。 

【申込み・問い合わせ先】 

〒811-5192長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地 

壱岐市役所企画振興部政策企画課 「地域おこし協力隊員公募係」（担当：松永・山内） 

  Tel: 0920-48-1134 Fax: 0920-47-4360 E-mail: iki-kikaku＠city.iki.lg.jp 

 

６．選考方法 
（１）第１次選考（書類選考） 

書類選考の上、１１月下旬にその結果を応募者全員に文書で通知します。 

 

（２）第２次選考（面接） 

第１次選考合格者を対象に面接を行います。詳細な日時・場所等は第１次選考結果を通知す

る際にお知らせします。選考結果（内定）は、１２月中旬に文書で通知します。 

 



※ 応募にかかる経費（書類申請など）や第２次選考のための交通費等は、全て個人負担とな

ります。 

※ 選考の経過及び結果についての問い合わせには応じられませんので予めご了承ください。 

  また、募集に関する問い合わせは、基本的に、メール又はファックスで回答します。 

※ 不合格者の応募書類は全て本人に返送します。 

 

７．待遇・福利厚生など 
（雇用形態・身分）壱岐市特別職として壱岐市長が委嘱 

         ※地方公務員法の改正により、２０２０年度から雇用形態が変更となり、 

下記の報酬や勤務時間等も変更の可能性があります。 

（雇用期間）令和２年１月１日～令和２年３月３１日 

      ※活動実績により、最長令和４年３月３１日までの採用を検討します。（予定） 

（報  酬）【メディアプランナー】(１名)  月額１８万円  

※その他条件により手当等有 

（勤務時間）週３０時間 

（加入保険）社会保険（雇用保険・健康保険・厚生年金）に加入します。 

（住  居）家賃は予算の範囲内で市が負担します。（ただし、光熱水費は利用者負担としま

す。） 

（その他任務遂行に必要な経費）市が負担します。（ただし、必要以上の旅費や備品購入は対応

できない場合もあります。） 

（隊員側で負担する経費）①引っ越し費用（運送費） 

             ただし、壱岐市移住者住宅等支援事業補助金交付要綱の対象となる 

場合は、対象（経費の一部）について補助を受けることができま 

す。 

            ②自己都合による帰省費用、旅費、その他経費 

 

８．その他 
・募集に関する問い合わせは、メール又はファックスで対応します。電話での質問は受け付けま

せん。 

・質問に対する回答は、質問者にメール又はファックスで回答します。 

 

 


